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松原豚舎跡地土地利用履歴調査業務委託仕様書 

 

１．委託業務名称 

  松原豚舎跡地土地利用履歴調査業務委託 

 

２．委託期間 

  契約締結日の翌日から令和８年９月２５日（金）まで 

 

３．対象地 

所在・地番 地 目 地 籍 

筑西市松原字妙原 3265-1外 10筆 宅地・雑種地 7,404.91 ㎡ 

 

４．業務内容 

 （１）土壌汚染対策法に基づく土地利用履歴調査の実施 

 （２）上記４（１）の調査結果に基づく土壌汚染概況調査の提案及びそれに伴う費用・期間等の

算出 

 

５．受託者の資格要件 

  土壌汚染対策法に基づく指定調査機関であること。 

 

６．成果品の提出 

 （１）土地利用履歴調査の結果報告書 

    紙媒体１部及び提出書類のデータファイル（CD-ROM） 

    結果報告書の記載内容には、下記を含むこと。 

     １．土地利用の履歴等調査結果概要 

     ２．土地利用の履歴等年表 

     ３．現在の土地利用状況 

     ４．周辺の土地利用状況 

     ５．土壌汚染のおそれについての総評 

     ６．土壌汚染のおそれに基づく土壌汚染状況調査計画 

 （２）土壌汚染概況調査提案書 

    紙媒体１部及び提出書類のデータファイル（CD-ROM） 

     上記４（１）の結果、土壌汚染のおそれがある場合、当該土地の土壌汚染概況調査の実施

に係るプロット図、見積書及び仕様書案を作成し、委託者に提出する。 

      提出に当っては、事前に委託者と十分に調整を行うこと。 

 

７．業務内容の疑義 

  この仕様書の解釈について疑義が生じたときは、委託者と協議の上定めるものとする。 
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８．資料の貸与及び返却 

 （１）受託者は、委託業務に必要な資料で委託者が貸与可能と判断したものについては、委託者

から借り受けることができる。 

 （２）受託者は、委託業務完了前に委託者へ資料を返却しなければならない。 

 

９．留意事項 

 （１）受託者は、業務の遂行に必要な場合を除き、市担当者の承諾なく成果物（未完成の成果物

及び業務を行う上で得られた記録等を含む）を他人に閲覧、貸与又は譲渡してはならない。 

 （２）本業務に関して収集した資料、作成した成果品等は、筑西市に帰属するものとする。 

 （３）本仕様書に定めのない事項については、市担当者と協議の上、市担当者の指示によるもの

とする。 


